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二、

特
別
な
文
字
は
符
号
に
致
し
ま
し
た
御
了
承
下
さ
い
。

虫
田
 
a
 
 
苛
 
b
 
 
或
。
 
 
巽
d
 
 
隊
e

郡
㈱
婁
f
 
 
歯
g
 
 
日
h
 
 
安
i
 
 
一
一

 
 
国
字
考

 
は
じ
め
に

 
こ
の
字
を
股
虚
文
字
に
見
る
と
誹
の
形
の
や
お
の
も
の
が
あ
り
、
金
文
に
な

る
と
或
の
字
と
な
り
、
ま
た
こ
れ
に
類
似
の
も
の
が
出
て
お
り
、
西
周
以
後
國

と
な
り
、
国
と
な
っ
た
が
、
こ
の
文
字
の
変
遷
と
世
相
と
は
如
何
な
る
関
係
が

あ
る
か
、
な
ど
を
考
究
し
て
見
る
の
が
こ
の
小
論
で
あ
る
。

 
 
一
、

 
先
ず
順
序
と
し
て
國
の
字
を
説
文
解
字
六
の
下
に
見
る
と
、
 
「
國
邦
也
、
従

口
、
従
或
、
野
臥
切
、
」
層
と
あ
る
。
で
は
こ
の
邦
と
は
ど
ん
な
字
か
を
同
じ
説

文
六
の
下
に
よ
る
と
、
 
「
邦
國
也
、
従
邑
、
羊
声
、
博
江
切
、
a
古
文
、
」
と

あ
る
。

 
こ
う
な
る
と
國
と
邦
と
は
説
文
で
は
同
じ
内
容
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る

が
、
然
し
何
々
に
従
が
う
と
い
う
所
が
違
が
う
以
上
、
そ
こ
に
何
等
か
の
差
異

が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
先
ず
國
は
口
に
従
が
い
或
に
従
が
う
と
い
う
、

こ
の
口
よ
り
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
説
文
六
の
下
に
よ
る
と
、
 
「
口
回
也
、

象
π
弓
形
、
凡
口
之
属
、
皆
従
口
、
羽
非
切
、
」
と
あ
る
。
こ
の
回
は
同
じ
説
文

 
国
 
 
字
 
 
考

六
の
下
に
、
 
「
回
韓
也
、
従
口
、
中
象
回
粒
形
、
営
営
切
、
古
文
◎
へ
」
と
あ

る
。
許
慎
は
こ
の
文
よ
り
考
え
れ
ば
何
か
ぐ
る
ぐ
る
廻
る
形
の
も
の
と
考
え

て
い
た
よ
う
だ
が
、
然
し
こ
の
口
の
義
を
と
惹
文
字
と
し
て
、
囚
、
囮
、
圃
、

圏
、
園
、
園
、
，
等
よ
り
見
て
も
、
一
定
の
構
い
や
園
の
あ
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り

注
1

私
の
古
交
と
近
い
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

 
次
に
或
に
従
が
う
と
は
ど
ん
な
こ
と
か
、
説
文
十
二
下
に
、
「
或
邦
也
、
従

口
、
従
尤
、
以
守
一
、
一
二
也
、
干
芯
切
、
」
と
あ
る
。
こ
う
な
る
と
或
、

邦
、
國
、
は
同
じ
内
容
を
も
つ
た
字
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
で
は
薫
に
従
が
う
父
と
は
何
か
、
 
こ
れ
も
説
交
十
二
下
に
、
 
「
父
平
頭
戟

也
、
従
ざ
、
一
横
之
象
形
、
凡
父
之
属
、
皆
従
菊
、
古
木
切
、
」
と
あ
る
。
こ

う
な
る
と
愛
は
一
種
の
武
器
な
る
こ
と
は
解
る
が
、
 
ざ
と
一
と
は
何
か
と
な

る
。
そ
こ
で
こ
の
ざ
を
雪
交
十
二
下
に
見
る
と
「
ピ
∩
西
木
也
、
寺
門
木
表
鋭

弓
形
、
従
ノ
ノ
、
象
物
桂
之
也
、
與
思
切
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
代
の
曲
が

っ
た
形
で
物
な
ど
か
け
る
こ
と
が
出
来
る
ざ
（
棒
）
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

結
局
ざ
は
棒
代
で
、
一
は
こ
の
棒
代
に
横
に
結
び
つ
け
た
横
木
と
見
ら
れ
る
。

 
次
に
前
に
挙
げ
た
、
邦
は
邑
に
従
が
う
と
い
う
こ
の
邑
と
は
何
か
、
こ
れ
も

説
文
六
下
に
「
邑
國
也
、
従
口
、
先
王
遺
制
、
尊
卑
有
大
小
、
従
h
、
凡
邑
之

属
、
皆
従
邑
、
於
汲
切
、
」
．
と
あ
る
。
こ
の
h
に
従
が
う
と
は
何
か
、
説
文
九

上
に
「
i
瑞
信
也
、
守
誉
者
用
玉
h
、
守
都
鄙
者
用
心
h
、
金
山
邦
者
用
虎

h
、
土
邦
画
用
人
h
、
聖
上
者
用
龍
h
、
…
-
略
」
と
あ
る
。
．
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以
上
説
．
交
に
よ
っ
て
こ
の
國
の
字
を
観
る
と
、
会
意
文
字
な
る
が
故
に
内
容

が
種
々
に
派
生
し
、
他
の
文
字
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
が
分
る
。
即
ち
第
一

に
「
國
邦
也
、
従
口
」
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
「
邦
野
選
従
邑
、
古
文
a
、
」

が
あ
る
こ
と
、
第
三
に
「
邑
國
也
」
と
あ
り
、
第
四
に
「
或
邦
也
、
従
尤
」
と

い
う
こ
と
。
と
こ
ろ
で
こ
の
或
は
尤
に
従
が
う
こ
と
、
ま
た
粛
は
ざ
に
従
が
う

こ
と
、
 
邑
は
h
に
従
が
う
な
ど
な
ど
、
 
こ
の
國
に
は
種
々
の
意
義
が
附
帯
し

て
、
結
局
こ
の
形
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
何
故
か
。

 
 
二
、

 
そ
こ
で
國
の
字
の
最
初
形
態
と
見
ら
れ
る
股
虚
文
字
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
段
虚
書
契
前
編
第
二
第
六
葉
に
「
↑
P
」
の
形
の
が
あ

り
、
全
じ
殿
虚
後
編
下
第
三
十
九
葉
に
「
b
」
の
が
出
て
い
る
。

 
こ
れ
ら
を
見
る
と
前
に
あ
げ
た
一
は
説
文
の
父
は
「
ざ
」
に
従
が
う
と
い

う
棒
代
で
あ
り
、
 
一
は
横
棒
を
結
び
つ
け
た
位
に
考
え
た
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ

 
 
 
 
 
 
注
 
2

れ
に
対
し
て
 
申
継
丈
字
第
二
輯
に
國
字
的
演
変
と
題
し
て
潮
懸
地
墨
が
、
文

を
矢
張
古
代
の
武
器
「
沼
」
と
し
、
國
の
最
初
形
態
を
「
噛
」
と
し
て
復
原
し

て
い
る
。
も
っ
と
も
説
交
に
も
前
に
述
べ
た
通
り
父
は
平
頭
の
戟
な
り
と
し
、

ざ
に
従
が
い
一
は
横
之
象
形
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
一
は
何
か
を
説
明
し
て
な

い
の
で
は
っ
き
り
分
ら
な
い
が
、
 
前
に
あ
げ
た
蝋
片
の
例
や
他
の
例
を
見
て

も
、
 
棒
下
に
横
木
を
つ
け
た
位
の
時
代
が
な
か
っ
た
と
は
誰
が
断
言
出
来
よ

う
、
何
故
か
、
時
代
は
降
り
ま
た
寓
話
的
な
所
は
あ
る
が
、
列
子
仲
尼
篇
に
あ

る
よ
う
な
時
代
を
吾
々
は
信
じ
た
い
。

 
即
ち

「
尭
治
天
下
五
十
年
、
 
不
知
天
下
治
鰍
不
治
鰍
、
不
知
億
兆
之
国
里
己
鰍
、

不
願
戴
己
欺
、
顧
問
左
右
、
左
右
不
知
、
国
外
上
鞘
朝
不
知
、
問
在
野
在
野
不

知
、
尭
乃
微
服
、
游
禽
康
衙
、
聞
児
童
謡
、
日
、
立
我
蒸
民
、
莫
匪
爾
極
、
不

識
不
知
順
帝
之
則
、
」
と
あ
る
こ
と
や
、
ま
た
彊
記
黒
蝿
篇
に
あ
る
「
昔
者
、

舜
作
五
弦
之
琴
、
遊
歌
南
風
。
」
と
あ
る
よ
う
な
時
代
、
い
わ
ゆ
る
鼓
腹
撃
壌

と
い
わ
れ
る
時
代
が
な
か
っ
た
と
は
断
言
出
来
な
い
。
こ
の
事
を
荘
子
の
馬
蹄

篇
に
「
夫
妻
習
氏
之
時
、
上
足
不
知
所
為
、
行
不
知
所
之
、
含
哺
而
煕
鼓
腹
而

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
 
3

遊
、
」
と
あ
る
こ
と
や
、
太
平
御
覧
巻
五
七
二
楽
部
一
〇
に
「
逸
士
二
日
、
尭

時
有
八
九
十
老
入
、
撃
壌
而
歌
、
日
、
月
出
愚
作
、
日
入
而
息
、
撃
井
野
飲
、

耕
田
而
食
、
帝
力
何
於
我
哉
。
」
 
と
い
う
よ
う
な
時
代
に
は
自
己
の
所
有
物

も
、
他
の
土
地
に
も
そ
れ
程
画
然
と
し
た
区
別
も
必
要
な
か
っ
た
、
絡
べ
て
が

共
有
制
、
共
産
制
で
通
用
出
来
た
の
で
あ
る
。

 
か
く
し
て
土
地
な
ど
も
ざ
や
棒
な
ど
で
境
界
線
を
作
り
「
b
」
の
形
で
十
分

で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
世
相
、
そ
の
時
勢
を
現
わ
し
た
の
が
こ
の
形
で
あ
る
と

見
た
い
。

 
と
こ
ろ
が
時
勢
が
下
る
に
つ
れ
て
衣
食
住
に
窮
乏
を
告
げ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
人
心
も
悪
化
し
、
他
の
氏
族
や
部
族
に
対
し
て
も
互
に
警
戒
を
す
る
必

要
が
生
じ
て
く
る
。
こ
こ
に
自
己
防
衛
の
た
め
作
ら
れ
た
の
が
「
父
」
と
い
う

文
字
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
粛
の
字
も
前
述
の
説
文
の
解
で
は
十
全
と
は
い

わ
れ
な
い
。
そ
こ
で
説
文
千
林
十
二
下
の
気
の
部
の
商
承
柞
の
説
を
見
る
と
「

案
重
患
為
象
形
、
一
象
秘
、
 
一
象
菊
、
非
従
ざ
也
、
古
金
丈
或
作
考
へ
、
形
已

失
路
、
 
許
君
子
象
形
逐
字
多
云
従
某
者
、
 
因
字
形
失
而
誤
会
也
。
」
と
あ
る

が
、
こ
の
説
に
は
賛
し
た
い
。
何
故
か
、
こ
の
文
の
作
ら
れ
た
時
代
に
は
既
に

敵
対
行
為
を
予
想
し
て
の
作
製
で
あ
る
か
ら
レ
は
柄
で
あ
り
一
は
武
器
と
見
る

べ
き
で
あ
る
。

 
こ
う
考
え
る
と
吾
々
の
説
と
す
る
縦
横
共
に
棒
代
で
あ
る
と
す
る
b
の
時
代
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よ
り
ず
っ
と
後
世
に
こ
の
実
が
出
来
た
の
で
あ
り
、
田
情
君
氏
の
復
原
し
た
弐

の
文
字
も
こ
の
文
と
同
時
代
の
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
の
炎

と
い
う
苗
字
の
出
現
に
よ
っ
て
、
何
々
方
を
伐
つ
と
い
う
こ
と
に
発
展
し
て
行

く
の
で
あ
る
。

 
 
三
、

 
こ
の
曳
を
も
っ
て
入
が
戦
か
う
と
き
に
征
伐
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
が
、
さ
て
こ
の
時
代
は
ま
だ
一
定
し
た
「
口
」
と
い
う
観
念
は
な
か
っ
た
。

唯
漠
然
と
し
た
何
々
方
と
い
う
悉
皆
で
現
わ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
方

 
 
 
 
 
 
注
4

」
に
就
い
て
は
島
邦
男
博
士
の
研
究
や
、
陳
夢
家
氏
や
李
亜
農
氏
の
研
究
も
あ

る
の
で
、
こ
こ
に
は
こ
の
点
に
は
余
り
触
れ
ず
、
こ
の
方
と
口
と
の
関
係
に
於

て
少
し
く
考
究
し
て
見
る
。
但
し
文
字
の
都
合
二
、
三
に
と
ど
め
る
こ
と
を
御

了
解
い
た
だ
き
た
い
。

 
イ
、
土
方

 
M
因
浅
識
塩
田
n
才
、
 
 
 
 
続
編
三
、
九
、
四

 
働
三
倭
羽
酬
計
叫
菰
且
夢
、
 
 
 
 
 
二
九
四
八
、

 
↓
⊥
菰
且
ゆ
雪
虫
キ
 
 
 
 
 
 
 
林
二
、
七
、
九
、

 
尚
こ
こ
に
は
挙
げ
ら
れ
な
い
が
、
土
方
の
侵
略
に
対
し
て
は
、
殿
は
祖
神
に

告
げ
、
王
自
ら
も
三
族
、
或
は
兵
千
乃
至
三
千
を
率
い
て
征
伐
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
殿
の
都
よ
り
は
北
方
に
あ
っ
て
殿
に
接
近
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
こ
と

は
理
解
さ
れ
る
。

 
ロ
、
鬼
方

 
鬼
方
易
ム
禍
 
 
 
 
 
 
 
甲
編
三
三
四
三
、

 
己
酉
卜
塗
方
禍
 
 
 
 
 
 
 
落
蓋
六
六
八
四
、

国
 
 
字
 
 
考

 
佳
景
敵
、
 
 
 
 
 
 
 
 
乙
編
三
四
〇
七
、

 
そ
の
与
論
、
三
、
の
ト
辞
が
見
え
る
が
、
こ
れ
等
を
略
し
、
卜
辞
以
外
の
交

献
を
見
る
と
、
易
経
の
未
済
の
卦
と
既
済
の
卦
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
何
れ
も

「
高
宗
伐
鬼
方
三
年
克
之
」
と
あ
る
が
、
こ
の
本
文
の
注
や
疏
に
は
「
唯
遠
方

也
」
と
だ
け
で
、
そ
の
方
向
や
方
域
を
示
し
て
な
い
。
次
に
詩
経
大
雅
蕩
の
篇

に
「
内
α
・
⑩
四
穴
干
申
国
、
輩
及
偉
方
、
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
箋
に
「
唯
遠
方

也
」
と
あ
り
、
疏
に
も
「
申
国
是
九
州
、
蜜
及
是
笹
津
故
、
知
鬼
方
遠
方
、

未
知
何
方
也
。
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
朱
子
集
伝
に
も
「
鬼
方
遠
夷
之

馬
齢
、
隊
長
近
及
遠
、
無
不
霊
怒
也
。
」
と
だ
け
で
そ
の
方
域
は
示
さ
れ
て
な

い
。

 
と
こ
ろ
が
後
漢
書
粛
宗
孝
章
帝
紀
第
三
に
v
 
「
章
和
元
年
春
三
月
、
護
莞
校

尉
傳
育
、
追
撃
反
莞
、
戦
残
、
…
…
詑
惟
人
面
靡
不
漁
、
侮
仁
風
評
干
海
表
、

威
震
行
乎
鬼
区
。
」
と
あ
り
、
こ
の
注
に
章
懐
太
子
が
「
鬼
区
鬼
灯
也
」
と
あ

る
。
ま
た
同
じ
後
漢
書
第
七
十
七
西
莞
伝
に
、
 
「
后
桀
之
乱
、
吠
夷
入
居
邪
岐

之
間
、
 
「
三
三
三
州
也
、
岐
即
岐
州
、
」
成
三
三
興
伐
三
口
之
、
乃
殿
室
中

衰
、
諸
夷
皆
叛
。
至
干
一
丁
、
征
西
戎
鬼
方
、
三
年
乃
克
。
「
一
丁
殿
王
也
、

易
日
、
高
宗
戊
西
方
、
前
書
音
義
日
、
三
方
遠
方
也
、
」
故
序
詩
日
、
自
彼
域

莞
、
莫
敢
不
来
王
、
 
「
論
題
之
交
、
」
…
…
と
あ
る
。
ま
た
太
平
御
覧
巻
第
七

百
九
十
二
四
濡
事
十
三
西
戎
一
に
「
易
日
、
高
峯
伐
撃
方
、
三
年
克
之
、
 
「
鬼

方
高
手
也
。
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
と
想
い
併
か
せ
る
と
、
前
に
あ
げ
た
献
夷
の

入
居
し
た
の
は
注
に
あ
る
よ
う
に
邪
岐
の
間
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
郡
は
今
の
陳

西
省
絢
邑
県
の
辺
で
あ
り
、
岐
州
は
同
じ
く
陳
西
省
鳳
翔
県
の
近
く
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

 
殊
に
章
懐
太
子
が
鬼
区
は
鬼
方
な
り
と
い
う
、
こ
の
区
こ
そ
は
詳
し
く
は
後
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述
す
る
が
、
こ
の
〔
は
結
局
入
が
い
る
敏
い
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
一
定
の
区

域
を
も
っ
て
、
そ
こ
に
生
活
す
る
氏
族
部
族
が
鬼
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

で
前
に
あ
げ
た
太
平
御
覧
に
鬼
方
は
西
莞
な
り
と
断
案
を
下
し
て
い
る
の
で
、

宋
代
の
李
肪
に
よ
っ
て
鬼
無
（
西
莞
）
な
り
と
の
内
容
が
は
っ
き
り
し
た
わ
け

で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
族
が
絢
邑
や
鳳
翔
あ
た
り
と
す
る
と
、
武
丁
の
都
、
安

陽
か
ら
は
余
り
遠
く
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
な
お
こ
の
当
時
は
ま
だ
口
と

し
て
の
概
念
は
な
く
、
一
定
の
地
域
、
一
定
の
方
向
に
居
住
す
る
部
族
、
氏
族

の
観
念
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
方
や
区
の
文
字
に
よ
っ
て
も
理
解
さ
れ
る
。

 
 
 
 
 
注
5

 
即
ち
こ
の
方
に
就
い
て
見
る
に
種
々
の
説
は
あ
る
が
、
日
は
一
定
の
地
域
、

一
定
の
方
向
の
意
で
あ
り
、
中
の
ゆ
は
鋤
な
ど
の
耕
作
器
で
あ
る
。
こ
う
見
て

く
る
と
、
何
々
方
と
い
う
の
は
あ
る
地
方
で
農
耕
し
て
い
る
氏
族
で
、
最
早
遊

牧
民
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
邦
の
古
文
a
を
見
、
契
文
の
9
を
見
て
も
首

肯
さ
れ
る
こ
と
で
、
田
は
耕
作
地
、
上
部
は
草
木
、
即
ち
五
穀
な
ど
と
見
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

 
ハ
、
単
方

 
こ
の
こ
と
に
就
い
て
は
前
に
も
一
寸
触
れ
た
が
、
後
漢
書
西
旭
伝
に
、

「
故
其
聖
日
、
自
彼
琢
莞
、
莫
敢
不
興
王
、
「
注
目
頒
濡
文
、
」
及
武
乙
暴
逆
、
犬

莞
冠
辺
、
」
 
と
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
を
詩
経
の
殿
武
之
章
に
見
る
と
「
維
女
荊

楚
、
千
国
南
郷
、
昔
有
成
湯
、
自
暴
民
莞
、
莫
焼
筆
来
享
、
莫
敢
不
来
雨
、
日

商
是
常
、
」
と
あ
る
。
 
こ
れ
を
孔
頴
達
の
疏
に
は
「
正
義
日
、
琢
美
之
種
、
早

世
働
存
、
其
在
朧
之
西
、
故
知
在
西
方
者
也
。
云
々
」
と
。

 
こ
れ
等
を
見
れ
ば
毅
代
に
於
て
も
、
辺
境
人
に
対
し
て
種
々
の
名
称
を
以
て

し
て
い
た
か
が
分
る
、
殊
に
こ
の
漁
人
に
対
す
る
交
渉
を
ト
辞
に
探
す
と
、

 
書
取
繋
馬
莞
 
 
 
 
 
 
 
 
乙
編
四
七
一
・
八
片

 
 
 
 
 
 
 
 
犬
戎
や
蛋
漁
人
を
如
何
に
毅
や
周
章
が
見
て
い
た
か

れ
に
つ
い
て
豊
山
遺
氏
が
甲
骨
文
所
見
氏
族
神
制
度
の
一

の
文
を
引
用
せ
ら
れ
「
足
証
武
生
伐
周
、

尚
つ
づ
け
て
「
要
之
犬
夷
薄
商
耳
鎖
侯
」

は
山
海
縷
に
は
人
面
獣
身
に
出
て
い
る
」

賛
し
た
い
。

 
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
氏
莞
人
は
如
何
な
る
人
種
で
如
何
な
る
方
域
に
居
住
し
て

、
 
「
」
＞
o

し
ナ
'
広
刀

 
先
ず
氏
と
は
如
何
な
る
交
字
で
あ
る
か
、
説
文
十
二
下
に
「
量
早
々
、
従
零

下
著
一
、
一
地
也
、
凡
氏
之
属
、
皆
従
氏
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
朱
単
声
が
通
訓

四
声
に
解
し
て
、
 
「
域
此
身
実
則
抵
闘
牛
交
、
鶴
翼
日
根
、
直
根
日
歯
、
」
と

あ
る
。
ま
た
正
字
通
に
は
「
氏
は
低
と
同
じ
」
な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
し

て
、
こ
の
字
は
木
の
根
が
原
義
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
が
引
申
さ
れ
、
敷
彷

さ
れ
て
低
い
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
穴
居
生
活
者
な
ど
を
「
氏
人
」
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

 
こ
れ
を
証
す
る
文
に
、
詩
経
の
商
頒
の
般
武
の
篇
に
「
藤
蔓
琢
詫
」
と
あ

り
・
、
こ
の
箋
に
「
成
湯
旧
時
乃
域
還
却
夷
之
国
」
と
あ
る
、
尚
こ
の
遠
夷
の
国

の
人
々
の
最
低
生
活
な
る
こ
と
は
、
論
語
八
備
篇
に
「
子
日
、
夷
独
之
有
君
、

不
如
諸
夏
之
亡
也
。
」
と
い
い
、
ま
た
穴
居
生
活
者
な
る
こ
と
は
、
後
漢
書
東

王
乎
弓
馬
莞

令
口
五
族
皆
伐
莞
方

歳
莞
升
卯
十
牛

三
算
用
干
祖
乙

其
又
莞
＋
人
又
五

そ
こ
で
こ
れ
等
、

林
 
一
二
、
五
一
八
片

後
編
下
掛
、
二
六
片

晶
削
 
編
 
 
六
、
 
一
六
一
片

全
 
 
一
、
九
、
六
片

粋
編
 
五
九
四
片

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
一
五
に
、
尚
書
大
伝

 
 
実
以
犬
侯
為
主
力
、
」
と
い
わ
れ
、

 
 
と
せ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
犬
侯

 
 
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
論
に
は
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夷
列
伝
第
七
十
五
に
、
粛
慎
人
を
玩
夷
と
い
い
「
山
林
之
間
土
気
極
寒
、
常
為

穴
居
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
了
解
さ
れ
る
。

 
ま
た
こ
の
莞
の
字
は
説
文
四
上
に
、
 
「
莞
西
戎
牧
羊
人
也
、
賄
人
羊
、
羊
亦

声
、
南
方
蛮
閾
蘭
虫
、
北
方
従
犬
、
東
方
船
従
薯
、
西
方
莞
従
羊
、
此
六
種

也
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
管
玉
裁
が
注
し
て
「
今
正
将
几
者
、
几
嬉
嬉
種
而

人
陥
也
、
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
見
る
と
、
こ
の
莞
の
字
は
ヒ
半
身
は
羊
の

形
で
下
半
身
は
人
の
脛
と
な
る
。

 
林
義
光
も
丸
儲
に
こ
の
莞
の
文
字
を
「
莞
西
戎
羊
種
」
な
り
と
是
認
し
て
い

る
。
か
く
考
え
て
見
る
と
こ
の
美
は
、
全
く
為
体
の
知
れ
な
い
異
人
種
で
ト
辞

に
よ
く
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
る
の
も
故
あ
る
哉
と
想
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

 
次
に
こ
の
戎
も
契
金
文
に
は
甲
を
つ
け
交
を
以
て
一
定
地
域
を
守
っ
て
い
る

形
の
交
字
で
あ
る
し
、
爾
雅
釈
地
に
は
「
九
夷
、
八
女
、
七
戎
、
六
蛮
、
謂
之

四
海
。
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
為
体
の
知
れ
な
い
異
人
種
が
中
夏
以
外
の
遠
地

に
居
住
し
、
常
に
武
器
を
以
て
生
活
し
て
い
る
の
が
こ
の
戎
と
い
う
こ
と
に
も

な
る
。

 
こ
れ
を
裏
附
け
る
も
の
に
尚
書
の
牧
誓
言
が
あ
る
。
そ
の
申
に
「
庸
、
蜀
、

莞
、
影
中
、
微
、
盧
、
彰
、
撲
人
」
と
な
ら
べ
、
こ
の
伝
に
「
莞
在
西
翠
」
と
あ

る
の
で
、
こ
の
美
は
西
方
つ
ま
り
蜀
地
方
に
い
る
蛮
人
位
の
呼
び
名
と
し
て
い

た
も
の
と
考
え
る
。

 
以
上
吾
々
は
國
の
字
の
作
成
さ
れ
る
そ
の
前
提
と
し
て
、
何
々
方
を
出
し
、

そ
の
何
々
方
を
解
明
す
る
た
め
に
区
や
戎
ま
で
密
接
な
関
係
あ
る
こ
と
に
説
き

及
ん
だ
が
、
尚
こ
の
氏
族
部
族
と
、
こ
の
国
の
作
成
さ
れ
る
ま
で
如
何
な
る
世

相
で
あ
っ
た
か
、
何
故
こ
の
方
よ
り
國
な
る
文
字
ま
で
構
成
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
か
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
国
 
 
字
 
 
考

 
 
四
、

 
前
に
も
一
寸
鰯
れ
た
よ
う
に
生
活
に
不
安
が
な
い
時
代
に
は
、
自
他
の
所
有

権
も
余
り
問
題
に
な
ら
ず
共
和
制
共
産
制
で
も
悠
々
生
活
出
来
た
で
あ
ろ
う

が
、
世
相
が
険
悪
化
す
る
に
つ
れ
、
自
他
の
所
有
物
の
区
別
を
明
瞭
に
し
、
こ

こ
に
境
界
を
作
成
し
、
そ
こ
に
物
を
蔵
匿
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
颪
の
字

は
そ
れ
を
物
語
る
。
説
文
十
二
下
に
「
隔
跨
区
蔵
匿
也
、
従
品
、
在
江
中
品
衆

也
。
」
と
あ
り
、
ま
た
集
韻
に
は
「
区
域
也
」
と
あ
る
。

 
か
く
し
て
こ
の
自
己
の
所
有
物
や
氏
族
の
居
住
地
を
確
．
保
す
る
た
め
に
は
武

備
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
武
備
こ
そ
は
「
支
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
て
土
地
を
守

る
の
が
「
口
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
互
に
攻
伐
し
、
侵
冠
し
合
う
時
が
「
或
」
と

い
う
文
字
、
即
ち
「
く
に
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
ト
辞
に

何
々
方
を
伐
つ
と
い
う
こ
の
字
の
如
何
に
多
い
こ
と
か
。

 
武
丁
卜
辞
に
よ
っ
て
も
、

 
伐
有
婦
好
之
族
三
千
人
旅
萬
人
共
萬
三
千
人
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
庫
 
 
 
 
三
一
〇

 
伐
叩
五
千
人
、
 
 
 
 
 
・
 
続
一
、
一
三
、
五
、

 
台
網
十
卯
五
十
〒
、
 
 
 
 
 
 
粋
編
 
 
二
三
九
、

 
又
伐
子
上
甲
九
莞
卯
牛
、
・
 
 
ヒ
 
ニ
一
、
＝
二
、

 
ま
た
康
丁
卜
辞
に
も
、

 
五
族
伐
莞
方
 
 
 
 
 
 
 
 
下
編
 
四
、
二
、
六

 
そ
の
他
の
ト
辞
に
も
、

 
早
退
交
武
年
伐
墨
入
卯
六
準
 
 
前
一
、
一
八
、
四
、

 
な
ど
な
ど
大
約
三
十
有
余
も
あ
る
何
々
方
を
征
伐
す
る
ト
辞
に
つ
い
て
述
べ

る
紙
数
を
持
た
な
い
が
、
殆
ん
ど
に
亘
っ
て
伐
、
攻
、
侵
等
の
な
い
「
方
」
が

（ 153 ）



皆
無
で
あ
る
こ
と
を
想
う
と
き
、
吾
々
は
、
こ
の
b
、
夢
、
載
、
匠
、
或
、

e
、
 
な
ど
の
変
遷
の
形
が
如
何
に
世
相
に
連
関
あ
る
か
了
解
さ
れ
る
の
で
あ

る
。 

こ
れ
般
虚
文
字
の
出
現
し
た
武
丁
時
代
よ
り
、
殿
代
の
終
結
し
た
重
弁
に
到

る
約
二
百
年
問
（
陳
慶
麟
編
の
国
国
大
事
年
表
に
よ
る
）
は
如
何
に
攻
伐
の
連

続
し
た
時
勢
で
あ
っ
た
か
が
分
る
。

 
こ
れ
を
春
秋
時
代
に
下
っ
て
見
る
に
、
春
秋
の
隠
公
元
年
よ
り
、
哀
公
十
四

年
に
至
る
問
に
伐
の
交
字
の
使
用
の
如
何
に
多
か
っ
た
こ
と
か
。
ま
た
そ
の
当

時
に
國
と
名
づ
け
ら
れ
る
地
域
の
多
い
こ
と
か
。
こ
れ
よ
り
考
究
し
て
見
る
こ

と
に
し
て
（
先
ず
春
秋
に
出
て
く
る
伐
だ
け
を
拾
っ
て
見
る
。

 
公
名
 
 
 
在
職
年
数
、
 
 
伐
（
回
数
）

 
隠
公
 
 
 
 
 
 
＝
 
 
 
 
 
 
一
，
一

哀定昭嚢成重文僖関荘桓
公公公公公公公公公公公

四五ニー八八八三二二八

量七≡敵勢天脳室八

こ
れ
等
を
見
る
と
、
魯
の
隠
公
元
年
は
西
紀
前
七
二
一
二
年
の
即
位
で
あ
り
、

春
秋
の
書
き
終
え
た
の
が
哀
公
の
一
四
年
で
あ
る
か
ら
、
西
紀
前
四
八
二
年
で

あ
る
。
こ
れ
を
年
数
に
す
る
と
二
百
四
十
一
年
間
に
な
る
が
、
こ
の
申
伐
つ
と

い
う
回
数
だ
け
で
も
二
二
八
回
の
多
き
に
の
ぼ
り
、
こ
の
外
侵
、
戦
、
攻
、
即

刻
の
文
字
も
数
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。

 
結
局
、
黄
を
も
っ
て
一
定
地
域
を
守
る
、
こ
れ
が
或
で
あ
り
、
國
で
あ
る
。

裏
を
返
せ
ば
、
侵
冠
が
戎
（
載
）
で
あ
り
、
こ
れ
を
守
備
す
れ
ば
「
或
」
で
あ

る
。
で
は
こ
の
或
の
字
は
何
時
頃
出
現
し
た
か
。

 
 
五
、

 
西
目
中
期
尊
王
時
代
の
鐘
と
見
ら
れ
る
鐘
に
、
理
財
鐘
が
あ
る
。
こ
の
鐘
に

三
ケ
所
「
く
に
」
が
出
て
く
る
。

「
王
肇
遍
省
文
武
、
勤
麗
土
、
南
。
艮
子
、
敢
刀
r
虐
壁
土
、
…
…
南
夷
、
東

夷
、
具
見
三
六
有
d
、
維
皇
上
帝
、
百
神
、
三
余
小
子
、
朕
猷
有
成
亡
母
…
…

硫
保
四
。
。
」

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
即
ち
 
口
の
な
い
く
に
（
c
）
が
ニ
ケ
所
、
邦
の
古
文
（
d
）
一
ケ
所
出
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

く
る
が
、
こ
れ
等
は
何
れ
も
同
じ
内
容
を
も
っ
た
く
に
で
あ
る
。

 
次
に
西
周
後
期
、
宣
王
頃
の
鼎
と
見
ら
れ
る
、
主
公
鼎
を
見
る
。
こ
の
鼎
は

周
の
天
子
が
毛
公
暦
に
政
を
委
し
て
綱
紀
の
緊
粛
、
政
治
の
復
興
を
命
ず
る
策

命
で
あ
る
が
、
こ
の
全
文
申
、
邦
（
d
）
の
字
が
四
ケ
所
。
國
（
c
）
の
字
が

ニ
ケ
所
出
て
く
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
、
邦
も
国
も
内
容
に

於
て
は
決
し
て
変
り
な
い
。
即
ち
我
邦
我
家
を
治
め
と
あ
っ
た
り
、
我
国
を
喪

な
わ
ん
と
あ
っ
た
り
、
 
四
國
を
康
ん
じ
能
く
す
な
ど
と
使
用
さ
れ
た
り
し
て

い
る
。

 
こ
れ
は
古
代
よ
り
平
板
を
避
け
る
た
め
の
修
辞
的
用
法
か
、
音
調
を
整
え
る

た
め
の
音
韻
的
使
用
か
、
理
解
に
苦
し
む
が
、
唯
若
し
こ
れ
ら
の
文
字
を
使
用
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す
る
以
上
、
十
分
そ
の
文
字
の
内
容
を
吟
味
し
て
使
う
べ
き
で
な
か
っ
た
と
考

え
る
。
何
故
か
、
邦
と
国
と
の
文
字
そ
の
も
の
に
差
異
が
あ
る
と
想
う
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
述
。
尚
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
少
く
と
も
こ
の
西
周
時

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

代
に
、
は
ま
だ
口
の
あ
る
く
に
が
出
現
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
次
に
卜
い
を
も
っ
た
文
字
、
國
に
な
る
そ
の
過
渡
期
の
交
接
「
e
」
は
何
時

頃
出
現
し
た
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
は
王
孫
遺
者
鐘
が
あ
る
。

こ
の
出
土
の
年
代
に
就
い
て
は
種
々
の
説
が
あ
り
、
は
っ
き
り
し
た
年
代
は
指

示
さ
れ
な
い
が
、
春
秋
中
期
よ
り
は
遡
れ
な
い
と
想
わ
れ
る
。
こ
こ
に
出
て
く

る
國
は
e
の
形
で
あ
る
。

「
維
正
月
初
吉
丁
亥
、
王
孫
遺
者
、
繹
其
吉
金
、
自
作
和
韻
、
…
…
廷
余
徳
和

診
民
人
、
余
敷
時
干
e
、
…
…
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

 
次
に
國
差
罐
を
見
る
。

 
こ
の
・
J
は
郭
姫
若
氏
の
考
証
 
（
殿
周
青
銅
器
銘
文
研
究
一
四
〇
頁
）
 
が
あ

り
、
ま
た
内
藤
戊
申
氏
等
の
研
究
（
平
凡
社
書
道
全
集
一
九
七
頁
）
が
あ
る
。

こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
左
伝
成
公
二
年
秋
七
月
晋
の
師
と
斉
の
國
差
が
嚢
婁
に
会

盟
し
た
こ
と
と
あ
る
。
こ
の
年
は
西
紀
前
五
八
九
年
に
当
る
の
で
、
春
秋
の
後

期
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
形
も
ま
だ
「
e
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
春

秋
の
後
期
に
於
て
も
、
ま
だ
口
の
あ
る
國
が
出
現
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

 
國
の
形
に
な
っ
た
の
は
宗
婦
鼎
あ
た
り
か
ら
で
は
な
い
か
と
想
わ
れ
る
。

 
こ
の
鼎
は
三
代
吉
金
文
存
呈
露
に
は
、
宗
迫
田
と
し
て
一
、
二
、
三
、
四
と

四
ケ
所
に
四
坐
の
版
が
あ
り
、
何
れ
も
國
の
形
で
あ
る
。
ま
た
苗
田
交
存
十
二

に
は
五
ケ
所
に
出
て
お
り
、
そ
の
う
ち
十
二
、
三
十
七
頁
裏
の
宗
婦
鼎
に
は
、

客
斎
呉
大
所
蔵
と
し
、
本
丈
に
は
（
訳
）
 
「
王
子
刺
公
の
宗
干
た
る
f
、
重
器
の

将
弄
る
器
を
為
る
。
永
く
宝
と
し
て
用
ひ
、
以
て
大
な
る
福
を
降
し
、
輝
の
国

国
 
 
字
 
 
考

を
保
ん
じ
辟
X
め
ん
し
と
あ
る
。
尚
こ
の
箱
番
と
し
て
「
愚
婦
鼎
、
出
陳
西
郷

縣
、
同
時
史
面
輪
、
敦
二
、
盤
一
、
濫
漫
不
字
丈
定
為
晩
周
之
器
。
…
…
「
と
あ
る
。

 
尚
こ
の
里
下
鼎
に
出
て
く
る
f
と
い
う
宗
婦
と
、
容
庚
の
国
璽
編
七
六
の
一

五
に
出
て
い
る
f
鼎
に
出
て
く
る
、
f
と
は
同
じ
名
称
で
あ
り
、
ま
た
国
と
い

う
交
字
も
同
じ
形
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
考
え
る
と
、
こ
の
宗
婦
鼎
と
f
鼎
と
は

同
時
代
の
も
の
と
想
わ
れ
る
。

 
か
く
考
え
尚
説
文
詰
林
六
下
に
、
丁
福
保
が
「
是
鞘
管
、
必
是
秦
時
作
、
…

…
」
な
ど
と
あ
る
の
を
想
い
合
せ
で
見
る
と
、
國
の
出
現
は
戦
国
頃
の
も
っ
と

も
攻
争
の
は
げ
し
く
な
っ
た
時
代
、
即
ち
十
六
国
が
十
二
国
と
な
り
、
六
国
へ

と
減
少
し
、
而
も
何
ん
と
か
秦
の
毒
牙
よ
り
逃
れ
ん
と
し
て
合
縦
連
衡
な
ど
を

叫
ん
で
い
た
時
代
に
出
現
し
た
交
字
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
即
ち
氏
族
意
識
の
高
揚
、
国
家
意
識
の
熾
烈
に
な
っ
た
時
代
に
出
現
し
た
交

 
 
 
 
 
注
 
6

字
で
、
ま
だ
民
族
意
識
ま
で
は
自
覚
の
な
か
っ
た
時
代
と
想
わ
れ
る
。

 
で
は
何
故
こ
の
字
の
外
に
邑
や
邦
な
ど
の
文
字
を
使
用
し
た
か
、
そ
れ
と
同

時
に
一
体
こ
の
邑
、
邦
、
国
な
ど
は
ど
の
位
の
広
域
が
あ
っ
た
も
の
か
、
ま
た

ど
の
位
の
数
が
あ
っ
て
互
に
攻
争
を
つ
づ
け
て
い
た
も
の
か
。
先
ず
国
の
広
域

や
大
小
そ
れ
に
数
な
ど
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

 
 
六
、

 
漁
期
王
制
篇
に

「
凡
四
海
之
内
、
九
州
、
聞
方
千
里
、
州
建
百
里
軍
国
三
十
、
七
十
里
亡
国
六

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

十
五
、
十
里
算
筆
百
有
二
十
、
凡
二
百
一
十
国
、
名
山
大
澤
不
屈
封
、
其
鯨
以

為
附
庸
、
間
田
八
州
、
州
二
百
一
十
国
、
天
子
之
県
内
、
方
百
里
之
国
九
、
七

十
里
之
国
二
十
有
一
、
五
十
里
亡
国
六
十
有
三
A
凡
九
十
三
国
、
名
山
大
澤
不

以
肋
、
其
絵
以
禄
士
、
以
為
間
田
、
凡
九
州
千
七
百
七
十
三
国
、
天
子
之
元
士
、
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諸
侯
之
附
庸
不
與
っ
」

 
こ
れ
を
見
る
と
凡
そ
九
州
に
は
千
七
百
七
十
三
国
あ
り
と
し
て
い
る
。
然
し

こ
れ
は
何
時
頃
の
区
分
で
あ
る
か
。
こ
の
王
制
篇
か
ら
は
汲
み
取
ら
れ
な
い
。

 
ま
た
葡
子
君
道
篇
に
は
、

「
古
有
萬
国
、
今
有
毒
数
、
是
無
他
故
焉
、
莫
極
洋
之
是
也
。
」
と
あ
る
の

で
、
懸
子
時
代
に
は
既
に
十
有
余
国
に
統
一
せ
ち
れ
た
こ
と
が
分
る
。
尚
同
じ

所
に
荷
子
は
「
長
文
王
面
立
貴
道
、
白
貴
名
以
恵
天
下
、
而
不
可
以
独
也
。
非

子
是
子
、
莫
養
蚕
挙
之
、
霊
獣
是
子
而
用
之
、
於
是
乎
、
貴
道
果
立
、
貴
名
果

明
、
兼
言
天
下
、
立
七
十
一
国
、
姫
姓
独
居
五
十
三
人
、
周
之
子
孫
、
筍
不
狂

惑
者
、
莫
不
為
天
下
之
顕
諸
侯
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
吾
子
の
論
に
よ
れ
ば
文

王
当
時
は
七
十
一
国
の
諸
侯
を
立
て
た
こ
と
が
分
る
。

 
と
こ
ろ
が
左
伝
昭
公
二
十
八
年
の
條
に
、

「
昔
武
王
克
商
、
秘
露
天
下
ノ
其
兄
弟
之
国
者
、
十
有
五
人
姫
姓
之
国
者
四
十

入
、
皆
挙
親
也
、
言
挙
血
肝
、
唯
善
所
在
々
疏
也
」
と
あ
り
、

 
こ
こ
に
も
文
王
と
武
王
当
時
の
同
姓
の
国
を
有
す
る
も
の
の
差
が
あ
る
こ
と

が
分
る
。

 
ま
た
左
伝
僖
公
廿
四
年
伝
に
は
、

「
昔
周
公
訴
二
叔
頭
症
威
、
故
封
建
親
戚
、
虚
無
屏
周
、
管
藥
邸
蘭
貢
衛
再
三

鄭
雍
曹
縢
畢
原
郵
郁
文
之
昭
也
。
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
文
面
の
子
の
封
ず

る
と
こ
ろ
の
国
が
十
六
ケ
国
数
え
ら
れ
る
。

 
か
く
し
て
周
の
滅
亡
の
歳
に
は
、
史
記
の
周
本
紀
に
示
す
が
如
く
、
 
「
秦
昭

王
怒
使
将
軍
 
歯
面
周
、
西
下
君
奔
秦
、
頓
首
三
智
、
審
献
其
邑
三
十
六
、
口

三
萬
、
秦
受
其
献
、
帰
心
君
於
周
、
周
君
王
報
卒
、
」
と
あ
る
。

 
こ
れ
砂
を
見
、
尚
書
経
の
萬
貢
に
あ
る
五
服
の
制
や
、
周
礼
夏
官
職
方
氏
に

あ
る
九
三
の
制
な
ど
な
ど
を
参
照
し
、
前
述
の
礼
記
王
制
篇
に
あ
る
総
数
千
七

百
七
十
三
国
等
云
々
を
考
究
す
る
時
、
い
つ
頃
ど
の
位
の
鼠
が
あ
り
、
ま
た
制

定
さ
れ
た
も
の
か
、
は
た
ま
た
単
に
春
秋
戦
国
時
代
の
人
々
が
封
建
制
度
に
抱

い
て
い
た
理
想
を
示
し
た
も
の
か
、
こ
こ
に
十
分
な
る
資
料
と
紙
数
を
も
た
な

い
の
で
、
後
日
の
研
究
に
譲
り
、
こ
の
小
論
で
は
国
の
字
の
内
容
と
、
そ
の
当

時
の
世
相
と
か
ら
、
何
れ
に
し
て
も
小
都
市
、
小
部
落
に
各
々
同
一
氏
族
が
居

住
し
、
こ
れ
を
邑
と
し
国
と
し
邦
と
し
て
い
た
こ
と
は
了
解
さ
れ
る
。
こ
れ
史

記
三
代
畳
表
に
「
尭
知
契
薄
髭
賢
人
、
天
下
之
所
生
、
故
封
青
鷺
七
十
里
、
後

面
絵
世
、
至
湯
疲
天
下
、
士
魂
后
穫
子
孫
之
後
王
也
、
故
蓋
封
事
百
里
、
其
後

世
且
千
歳
至
交
王
而
有
天
下
」
と
。

 
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
孟
子
膝
文
公
章
底
上
に
、
 
「
今
上
絶
血
温
短
将

五
十
里
也
、
猶
可
以
為
善
国
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
国
の
広
域
が
大
体
了

解
さ
れ
る
が
、
さ
て
こ
こ
で
吾
々
は
今
少
し
邑
国
邦
の
関
係
に
於
て
そ
の
広
域

及
び
そ
の
各
々
の
内
容
な
ど
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 
六
、

 
左
伝
荘
公
廿
八
年
伝
に
、
 
「
凡
邑
有
宗
廟
先
君
之
主
、
日
都
、
無
日
並
」
と

あ
る
。
ま
た

 
玉
葱
貴
因
篇
に
は
「
舜
一
徒
成
邑
、
再
徒
成
都
、
三
徒
強
国
。
」
と
も
あ
る

し
、
ま
た
史
記
五
帝
紀
に
「
舜
一
．
年
而
皇
居
成
歯
、
二
年
締
盟
、
三
年
成
都
。

」
と
も
あ
る
。

 
ま
た
左
伝
桓
公
十
一
年
の
条
に
「
闘
薄
日
、
鄭
人
軍
其
癖
、
必
不
誠
、
虚
日

虞
四
邑
之
至
也
。
．
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
杜
氏
注
し
て
「
邑
亦
国
也
」
と
あ
る
。

 
然
し
て
説
文
に
は
前
述
の
如
く
、
国
は
邦
な
り
と
あ
る
し
、
司
礼
家
宰
治
官

記
職
に
は
っ
以
佐
王
、
治
邦
国
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
鄭
玄
が
注
し
て
「
大
日
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邦
、
小
日
国
、
邦
之
所
属
亦
日
国
。
」
と
あ
る
、
然
る
に
玉
篇
に
は
「
小
日

邦
、
大
日
国
」
と
も
あ
る
。

 
こ
れ
に
対
し
て
部
首
訂
に
古
寺
…
が
「
綱
案
邑
云
國
也
、
若
以
対
曲
言
之
、
諸

侯
日
国
、
大
夫
日
邑
、
国
大
而
邑
小
、
散
丈
則
国
邑
皆
謂
封
地
、
認
許
南
国
説

邑
、
従
口
與
国
従
口
同
意
、
従
ド
與
欝
欝
或
同
意
、
蓋
果
騒
企
劃
日
国
、
就
封

早
言
日
邦
、
就
職
守
言
日
邑
、
凡
単
字
享
有
本
義
本
音
、
論
理
不
蒙
者
、
大
都

如
此
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
 
（
詰
雨
止
六
下
邑
部
。
）

 
こ
れ
な
ど
も
首
肯
す
る
に
足
る
論
で
は
あ
る
が
交
字
そ
の
も
の
の
差
よ
り
来

た
る
内
容
に
は
触
れ
て
な
い
こ
の
点
は
後
述
。

、
次
に
そ
れ
で
は
こ
の
国
な
る
方
域
は
ど
の
位
の
広
さ
で
あ
る
か
。

 
周
礼
地
官
小
司
徒
に
「
九
夫
為
井
、
加
齢
為
邑
、
四
百
為
丘
、
四
毒
血
旬
、

四
邑
為
県
、
四
県
令
都
。
」
と
あ
り
、
こ
の
注
に
邑
は
方
二
里
な
り
と
あ
る
の

で
、
邑
は
方
二
里
の
地
域
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
ま
た
孟
子
膝
歯
黒
章
句
上
に
も
、
 
「
方
里
而
井
、
井
九
百
畝
、
其
中
為
公

田
、
八
家
皆
私
百
畝
、
同
養
公
田
。
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
趙
氏
注
し
て
「
方
一

里
者
九
百
畝
下
地
也
」
と
あ
る
。

 
で
は
里
と
は
ど
の
位
の
長
さ
か
、
喜
連
宣
十
五
年
伝
日
、
 
「
古
者
三
百
歩
為

里
、
名
日
井
田
、
井
田
者
九
百
畝
。
」
と
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
に
も
歩
の
長
さ

が
必
要
と
な
る
。

 
礼
記
王
制
に
「
古
里
、
以
周
尺
八
尺
為
歩
、
今
以
周
尺
六
尺
四
寸
急
歩
。
」

と
あ
る
。
で
は
尺
と
は
ど
の
位
の
長
さ
か
、
説
偉
勲
の
部
に
。

「
尺
十
寸
也
、
人
手
却
十
分
、
動
脈
為
寸
心
、
十
寸
為
尺
、
所
以
指
尺
規
矩
事

也
、
従
戸
、
基
乙
、
…
…
周
制
、
寸
、
尺
、
腿
、
尋
、
常
、
偲
、
諸
度
量
、
皆

以
人
心
体
、
為
法
、
下
階
儲
君
、
皆
従
尺
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
を

 
国
 
 
字
 
 
考

考
え
れ
ば
、
人
の
身
長
に
大
小
あ
る
以
上
、
手
首
と
そ
こ
を
去
る
十
分
即
ち
脈

所
の
間
に
も
多
少
の
差
の
あ
る
こ
と
に
な
る
。
随
っ
て
こ
の
寸
に
も
差
の
出
る

こ
と
は
免
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
か
く
考
え
る
と
当
時
の
長
さ
に
二
種
以
ヒ
出

る
の
も
致
し
頑
な
い
で
あ
ろ
う
（
詳
細
は
略
）

 
か
く
想
到
し
て
当
時
の
国
の
広
域
を
推
定
す
る
と
孟
子
梁
鼎
呂
章
句
ヒ
に

「
孟
子
対
日
、
地
方
百
里
而
可
以
王
」
と
あ
る
の
は
、
我
国
の
方
域
で
は
約
十
里

内
外
の
所
で
も
大
国
と
い
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
孟
子
萬
章
章
句
下
参
照
）

 
 
七
、

 
紙
数
の
都
合
、
結
論
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
が
、
こ
こ
に
吾
々
の
論
ぜ
ん

と
す
る
二
字
考
は
先
ず
國
の
最
初
形
態
、
b
よ
り
如
何
な
る
理
由
に
よ
り
、
・
或

と
な
り
、
e
と
な
り
、
國
へ
と
轄
化
し
て
行
っ
た
か
、
そ
の
原
因
は
何
辺
に
あ

っ
た
か
を
探
究
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
附
帯
と
し
て
邦

や
邑
な
ど
も
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
訳
だ
が
、
結
局
こ
の
関
係
に
説
き
及

ぼ
す
余
裕
が
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
簡
単
に
こ
れ
を
習
字
学
上
よ
り
観
れ
ば
、

邦
は
契
文
に
あ
る
如
く
9
の
形
が
最
初
の
も
の
と
想
わ
れ
る
。
こ
の
形
は
土
地

が
た
々
と
は
し
て
い
る
が
、
そ
こ
を
耕
作
し
一
定
の
区
域
と
し
て
い
た
こ
と
は

串
や
田
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
る
の
で
最
早
遊
牧
民
で
は
な
い
。

 
次
に
邦
の
古
文
d
は
、
云
々
た
る
草
地
を
通
っ
て
他
の
口
に
算
す
る
人
（
i

）
を
意
味
す
る
文
字
と
考
え
る
。
即
ち
説
文
に
あ
る
、
何
々
国
に
は
何
々
の
物

を
以
て
使
す
る
云
々
が
こ
れ
で
あ
る
。
 
と
こ
ろ
で
こ
の
邑
は
何
か
、
 
こ
れ
は

．
上
部
が
口
で
あ
り
、
下
部
は
人
で
あ
る
以
ヒ
、
何
々
国
に
使
す
る
使
節
と
持
参

 
 
 
、
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
注
7
 
 
〔

す
る
も
の
ま
で
包
含
し
て
し
ま
っ
た
国
の
字
と
考
え
る
。

 
と
こ
ろ
が
こ
の
国
の
字
は
、
あ
く
ま
で
境
界
を
意
識
し
て
武
器
を
以
て
他
国

の
侵
入
を
防
ぎ
、
ま
た
自
国
の
大
小
や
武
衛
を
顧
慮
し
て
の
丈
字
で
あ
る
と
考
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注
8

え
る
。
詳
し
く
は
略
す
が
孟
子
の
中
に
孟
子
と
姦
智
王
と
の
誤
答
を
見
れ
ば
瞭

然
た
る
も
の
が
あ
る
。

 
か
く
考
え
る
と
吾
々
の
系
譜
を
も
っ
て
、
こ
の
く
に
の
字
の
変
遷
を
考
え
れ

ば
、
最
初
は
、
一
定
の
土
地
に
根
を
下
し
、
そ
こ
を
耕
作
す
る
こ
れ
が
a
で
あ

り
、
そ
こ
を
意
識
し
自
他
の
境
界
を
作
る
、
こ
れ
が
b
で
あ
る
。
さ
て
生
存
競

争
の
結
果
、
他
と
の
実
力
行
使
の
必
要
と
な
り
、
こ
こ
に
弐
（
武
器
）
を
備
え

た
或
の
字
が
生
れ
、
か
く
し
て
他
国
へ
の
親
善
使
節
が
必
要
と
な
り
、
d
の
字

が
生
れ
た
。
然
し
て
こ
れ
も
そ
の
内
部
に
一
切
を
包
含
す
る
こ
と
に
な
る
と
、

邑
と
な
り
h
と
な
り
邦
な
ど
の
労
り
と
化
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
た
い
。

 
と
こ
ろ
が
い
よ
い
よ
國
家
意
識
が
高
揚
し
氏
族
部
族
意
識
が
強
調
さ
れ
る

と
、
こ
こ
に
e
と
な
り
國
へ
と
進
展
し
た
と
想
わ
れ
る
。
か
く
し
て
こ
の
交
字

も
余
り
に
殺
伐
を
感
ず
る
の
で
、
玉
篇
あ
た
り
か
ら
、
口
の
中
に
王
（
玉
）
を

入
れ
て
、
内
容
の
豊
か
さ
、
和
や
か
さ
を
現
わ
す
よ
う
に
な
っ
て
漸
く
内
容
に

潤
い
を
も
っ
た
文
字
に
転
化
し
た
の
で
あ
る
。
 
玉
に
は
こ
の
意
あ
る
こ
と
は

讐
に
示
す
通
り
で
あ
る
・
尚
こ
の
文
字
が
国
と
圭
如
く
よ
プ
つ
に
な
っ
た
の
は
正

字
通
に
も
康
煕
字
典
に
も
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
こ
の
度
の
磁
化
文
字
作
成

委
員
会
あ
た
り
で
こ
の
交
字
に
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

か
く
し
て
氏
族
意
識
よ
り
国
家
意
識
へ
と
移
行
し
、
民
族
意
識
が
高
揚
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
阿
片
戦
争
以
後
で
あ
る
と
結
論
し
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
昭
和
四
二
、
八
、
珊
日
田
）

注
1

 
6
姦
圭
後
患
、
韓
非
日
、
蒼
面
作
字
画
、
自
営
為
私
、
凡
ム
之
属
、
講
話
ム
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
説
文
解
字
九
二
ム
部

 
但
し
現
今
の
韓
非
子
五
慰
篇
に
は
、

 
古
者
蒼
韻
之
臨
書
也
、
古
墨
者
謂
之
私
、
背
甲
書
斎
公
。
と
あ
る
。

注
2

 
哺
 
這
便
是
国
字
的
初
文
、
其
右
辺
的
十
市
（
濡
燕
）
是
兵
器
、
取
其
意
、

 
亦
取
乱
声
、
左
辺
的
口
、
是
土
地
、
取
其
形
、
亦
取
黒
影
と
あ
る
。

 
 
 
中
国
文
字
第
二
冊
国
字
的
演
変
一
頁
裏
、

 
然
し
、
こ
れ
は
金
文
に
近
い
交
字
で
あ
り
、
 
-
-
、
続
存
二
二
一
〇
や
、
寸

 
外
篇
八
五
等
よ
り
見
、
古
代
社
会
に
想
を
到
す
時
、
棒
代
位
を
以
で
境
と
し

 
た
時
代
な
い
と
言
わ
れ
な
い
。
随
っ
て
こ
の
田
情
君
氏
の
国
は
吾
々
の
国
よ

 
り
は
後
の
世
の
字
と
見
る
。

注
3

 
太
平
御
覧
以
外
に
論
衡
書
芸
増
篇
や
、
古
謡
諺
巻
十
五
二
七
八
頁
に
引
用
さ

 
れ
て
い
る
帝
王
世
紀
等
の
説
が
あ
る
が
、
 
こ
こ
で
は
太
平
御
覧
を
引
用
す

 
る
。

注
4

 
股
嘘
卜
辞
研
究
第
二
章
殿
の
南
国
三
八
四
頁
…
…
四
二
四
頁
 
島
邦
男
博
士

 
股
嘘
卜
辞
歯
黒
第
八
章
方
国
地
理
二
四
九
頁
…
…
三
一
三
頁
 
 
 
陳
念
望

 
殿
代
社
会
生
活
一
〇
頁
李
篤
農
等
の
研
究
が
あ
る
。

注
5

 
按
従
一
入
口
、
団
交
不
可
通
、
古
作
【
、
四
方
、
四
勇
、
本
字
如
此
、
辺
際

 
也
。
丙
、
方
、
勇
、
古
同
音
本
四
丙
同
字
、
辺
際
也
。

 
 
 
 
説
文
詰
林
十
四
下
方
部
、
文
源
、
 
 
 
 
 
 
 
 
林
 
 
義
光

 
こ
の
中
四
方
に
広
が
る
と
い
う
意
、
即
ち
方
向
、
町
域
と
見
る
と
こ
ろ
を
と

 
り
「
才
」
の
中
の
ゐ
は
鋤
と
見
る
。

注
6
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拙
稿
「
民
の
字
の
意
識
の
変
遷
」
の
申
に
民
族
の
熟
語
の
出
現
せ
る
時
代
を

 
詳
述
せ
り
。

 
 
 
幽
梅
光
女
学
院
国
丈
学
研
究
第
二
号
、
昭
和
四
一
、
一
一

注
7

 
拙
稿
「
u
・
が
節
度
使
に
な
る
ま
で
の
私
考
」
。

 
私
学
研
修
第
二
三
号
、
昭
和
三
七
年
度
研
修
報
告
集
。

注
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膝
文
公
問
日
、
膝
小
国
也
、
端
力
以
事
大
国
、
則
不
得
免
焉
。
如
之
何
則
可

 
」
な
ど
な
ど
あ
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
孟
子
梁
恵
王
章
句
下
）

注
9

「
玉
、
石
之
美
有
五
徳
、
潤
澤
以
温
、
仁
之
方
也
。
…
…
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
説
文
解
字
、
一
の
上
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